
戸 籍 証 明 書 等 の 請 求 書 (郵便請求用) 
【請求者】                      令和   年   月   日 

住 所   

氏 名 
     

昼間の連絡先 092 －  932 － 1111 

戸 籍 に 記 載 さ れ て 

い る 方 と の 関 係 

□本人              □配偶者（夫又は妻） 

□直系尊属（父母又は祖父母）   □直系卑属（子又は孫） 

その他（                               ） 

【必要なもの】 

戸 籍 

（１通 450 円） 

謄本
とうほん

（全部事項） 1 通 

戸籍の附票 

（1 通 300 円） 

謄本
とうほん

（全部事項） 
 

通 

抄 本
しょうほん

（個人事項） 通        抄 本
しょうほん

（個人事項）   通 

除 籍 

（１通 750 円） 

謄本
とうほん

（全部事項） 通 本籍と筆頭者の記載  
□必要※１ 

抄 本
しょうほん

（個人事項） 通 
［登録のある方のみ］ 

在外選挙人登録地の記載 
□必要※１ 

改製原戸籍 

（１通 750 円） 

 

謄本
とうほん

 通 
住民票コードの記載 

□必要※１ 

抄 本
しょうほん

 通 
身分証明書 

（1 通 300 円） 
通 

 独身証明書 

（1 通 300 円） 
            通 

 ※１-「□必要」にチェックのない場合は記載されません。 

  本籍と筆頭者、在外選挙人登録地のうち、いずれかの記載が必要な場合は請求理由が必要です。 

  【特記事項】欄に請求理由と提出先を記入してください。 

 ※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書の金額は市町村により異なりますので、事前にお問い合わせください。 

【請求する戸籍】 

本  籍 福岡県糟屋郡宇美町 宇美５丁目１番 

筆頭者の 

氏  名 

(戸籍のはじめに書かれている人) 

 

（生年月日：明・大・昭・平・令  33 年 1 月 1 日） 

必要な人の 

氏  名 

(抄本、身分証明書、独身証明書を請求される際は必ずご記入下さい) 

 

（生年月日：明・大・昭・平・令  63 年  １月 １日） 

使用目的 
   

パスポート申請のため、パスポートセンターへ提出  

【特記事項】 

（請求理由と提出先を記入してください。また、特に記載が必要な事項がありましたらお書きください。） 
 例１：□□会社に提出。○○の出生から死亡まで。  例２：□□事務所に提出。○○の死亡の記載があるもの。 

【同封するもの】 

・手数料（郵便局が発行する定額小為替。）※現金を同封することはできません。 

・返信用切手、封筒（返信先の住所・氏名を記入してください。）※複数請求する場合は大きめの封筒をご準備ください。 

・請求者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書の写し）※左記以外の本人確認資料はお尋ねくだ

さい。 

※請求する戸籍に記載されていない方が請求者の場合、疎明資料を必ず同封して下さい。 

※請求書を投函されてからお手元に届くまで、一週間程度かかりますのでご了承願います。 

宇 美 花 子 

宇 美 太 郎 

宇 美 花 子 



 
  
 
 
                請求に当たっての注意事項 

 
１．請求の理由について 
（１）権利の行使・義務の履行のために請求する場合 
   権利・義務の発生原因、内容とその権利の行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を 

必要とする理由を詳細に記載してください。 
（２）国または地方公共団体の機関に提出する場合 
   戸籍謄本等を提出する国または地方公共団体名を記載してください。 
   また、その機関へ提出を必要とする理由も記載してください。 
（３）その他の理由で請求する場合 
   戸籍の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を記載してください。 
 
２．書類の提出について 
   請求書に記載された内容から請求の理由が明らかでない場合には、書類の提出を求めることが 

あります。 
 
３．戸籍個人事項証明について 
   戸籍に記載されている事項のうち、個人の事項について証明することで足りる場合には、戸籍 

個人事項証明をご利用ください。 
 
４．本人確認書類について 
   請求者について、ご本人であることを確認できる書類が必要です。 
   （運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書の写し）※左記以外の本人確認資料はお尋ね 

ください。  

 

５．権限確認書類について 
請求者と戸籍に記載されている方との関係が下記に該当しない場合は、代理権限又は使者の権 
限を証明する書類が必要です。 
① 本人 
② 配偶者（夫又は妻） 
③ 直系尊属（父母又は祖父母） 
④ 直系卑属（子又は孫） 

 
  ６．罰則  
     偽りその他不正な手段により、戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰（３０万円以下の罰金）が 
    科せられます。 

   
 


